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民具の保存処理について

日高真吾

抄録　　民具は、複合素材で構成されることが大 きく特徴づけられることから、 一つの素

材のみに偏った処理ではなく、各素材に配慮 したのバランスのとれた保存処理が必要であ

る。

　民具の保存処理では、資料の状況を把握するために非破壊検査 を行うことがある。こ

こで得 られる結果は、保存処理法の検討材料にとどまらず、資料の製作技法などの民具

学上でも貴重なデータとなり、今後の新 しい民具調査の方法になり得る。

Summary----As folklore objects are made from many sorts of materials, it is necessary to 

make well-balanced conservation treatment for each material. 

 In process of treatment for folklore objects we make non-destructive examination of an ob-

ject to grasp the conservation of it. The result we get is data to make researches in a con-
servation of technique and folklore. It is able to be new method of research for folklore 

objects.

はじめに

　保存修復や保存処理の対象 となる文化財は、絵画や仏像などの美術品や漆1二品などの

工芸品、古文書、出土遺物などその種類は多岐にわたるが、民具もその1つ に列せられ

る。

　我が国の文化財保護法の対象となる文化財は、有形文化財 ・無形文化財 ・民俗文化財 ・

記念物 ・伝統的建築群の5種 類に分類されている。民具が国指定の文化財となる場合、

重要有形民俗文化財 として指定される。民具が文化的な価値 を有するものとして認めら

大型文化財の保存処理の一例

写真1-1(鉄 灯籠) 写真1-2(銅 像)

写真1-3(大 名駕籠) 写真1-4(石 塔)
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れるに至 るには、民具 を 「我 々同胞 が 日常生活 の必 要か ら技術 的 につ く りだ した身辺卑

近の道具」(注1)と 定義づ けた渋澤敬三のアチ ックミューゼアムの活動が大 きな契機 に

なった ことはいうまでもない。

　民具 の保存処理 の実 例は、昭和47年 度 に 「赤穂市塩業 防錆修繕事業」 として(財)元

興 寺文化財研 究所 で行われた処理 が最初であろ う。現在 の民 具の保存処理工程 がほぼ確

立 して くるのは、昭和57年 度 に同研 究所 で行 われた 「瀬戸内海及 び周辺地域 の漁労用具

の保存処理」(注2)で ある と考 えられる。従 って、民具の保存処理の草創期 に対象 とな

った資料 は、海水 中の塩分 の影響 を受 け、材 質の腐 食が著 しく進行 している資料 であっ

た。その後、同研究所 における民具 の保 存処理 は、工程や処理 法の研 究開発が行 われ、

生活用具や農具、生 産用具 な ど様 々な場面 で使用 された資料 に対象 を広 げ、保 存処理成

果 を上 げている(写 真1-1・1-2・1-3・1-4)。

　本稿 では、筆者が関 わった民具の保存処理 の経験 を元 に、その処理工程、お よび保存

処理過程で得 られる新 たな知見の可能性 について述べ る。

1　 民具の保存 処理

　 民具の保存処理 は前述 した ように、塩 分の影響 を受けた資料の保存処理か ら始 まった。

これ らの資料 は、塩 分が金属の腐 食 を促 進 させる原因 となる とともに、民具の主要 な構

成素材である木材 にも影響 を及 ぼすため、塩 分除去 を 目的 とした脱塩処理 を大 きな柱 と

して保存処理が行 われ る。民具の保存処 理 については、 これ まで、学 会発表や論文等 で

い くつか紹 介 されている(注3)。

　 民具の保存処 理 を困難にす る原 因 として、大 きく2つ の点が考 えられる。

　 1点 目は、増 澤が指摘 する とお り(注4)、 民具が通常保管 される場所 や展示 ・収 蔵施

設の問題 である。民 具は、展示 効果 をあげ るね らい もあ り、民家や屋外 などにおかれるこ

とが 多 く、美術 工芸 品な どの ように空調設備が整 った施設 に収蔵 されないケースが 目立

つ。 これは民具 の耐性 強度が他の文化財 に比べ て高 く、 目に見 えた劣化が起 こりに くい

という特徴 も要因の一つ として考 え られる。 しか し、道 具 としての役 割 を終 え、手入 れ

がなされな くなった文化財 としての民具は、虫害 による劣化 や湿度変化 による金属部 の新

たな錆の発生、木部の亀裂 などの破損 が起 こりうる危険 に常 にさらされてい る。

　 2点 目は、民 具 を構 成する材質の多様性である。民具 を構 成す る代表的 な材質 は、木

材 、竹 、藁な どの植物繊維 、紙、金属、皮革、石材 な ど様 々である。 これ ら個 々の材質

のみ に固執 した保存処理 を行 った場合 、問題が起 こる危険性が ある。例 えば鍬の保存処

理 を行 うと仮定 した場合 、鍬 を構 成する素材 は木 と鉄 であろう。その際に行 う保存処理

としては、① 全体 の クリーニ ング、② 鉄部の 防錆処 理、③ 木部の 防腐 防虫処理、の工程

が想 定 される。 これ らの処 理 を行 う場合 、個 々の材 質 に固執 して保存処理 を行 うとす る

と、先ず木 と鉄 を分 けるための解体 作業か ら始 めなければならない。その際、オ リジナル

の懊等 で 再組 立てが可能であ るか、 また、新 しい部材 を作製 して組 まなければ元 に戻 ら

ない こととなった場 合、現状維 持 とい う文化財 の保存処理 の理念 に反することにはならな

いのか という問題 が発生す ると考 える。一方、民具 の劣 化状 況 によっては、複 数の部材

のうち劣化が著 しい材 質のみ に焦点 を絞 った保存処理 を行 う必要 もあ る。 したがって、

民具の保存処理においては構成する材質それぞれがバ ランスよく保存処理 されることが必

要であ り、保存処理方法 を特徴 づけている。

皿　 特徴的な民具資料の保存処理法について

　民具の保存処理工程について、筆者は大田区郷土博物館蔵の 「重要有形民俗文化財

大森及び周辺地域の海苔生産用具」の保存処理の事例を紹介しているが(注5)、 ここで

(注1)　 　　　 {:11民 具 蒐集調査要ii』

ここで示 された 、㌻葉は、民 具を定義づけるもの

として現 在に至っている

(注2)伊 達仁)ミ、1986年 「瀬戸内ll疹及び周辺

地域 の漁労川 具の保 存処理」 「IG興、y文化 財

研究』No.26

(注3)伊 達仁 美 ・日ll'ξ真 、'1・他、1995年 「民具

の保 存処理」「第17回 【iゴ文化財の科`f=difr究講演

要 旨集』　14～15ガ!匹,

　 雨森 久晃 ・II高真 辞他、1996/　=「醤油絞 り

船 と酒絞 り船の保存処理」「第181ロ1文化財保 存

修復学 会講演y旨 集』4H～49頁

　 日高 真1午、1998年 「民 具に貼 られた紙 の保

損 処理」 『民具研究』118り ・、45～49頁 、

　 日高真!1、2000年 「革製【lllliにおける保存処

理 法の ・考察」1元 興 ぴ文化財側究』No.74

　 日高真 κ、2001年 「樹脂 含浸 による民俗資

料の保 存処理法のllゴ能竹」 『民lf.研究11247。

民 具の保存 処理については、 側)元 興 芋文

化財研究所 で積極 的に保存処理法 の研究や保

存処理が実施 され、そ の成 果は文化財保存修

復 学会、 日fi!/;!!・,'rI会等で学 会苧【乏告がなされ

ている、、

(注4)増 澤 文武、2002年 「民俗 文化財」 「保

存科学 人門　:;:都」雀形大編 、角川ll}店、232～

248頁 。

(注5)　 lii㌧劣ゴし!チ、2002イト「・了ヒ要イ∫lisp:イ谷文イヒ

財 大森及び周辺地域の海 苔生産川 只の保存処

理」 大田区 、ン:郷Ll・萄物館紀 要、25～30頁 、
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は代表的工程 について簡単 に説 明す る。

　 1.燥 蒸(写 真2-1・ 写真2-2)

　民具資料は、そのほ とん どが木材で構成 さ

れることが多 く、虫害の発生 しやすい文化財

の一 つである。 また、温湿度 の条件 が整 え

ば、カビによる汚損が懸念 される。従って、殺

虫殺 徽処理である憾 蒸 は必要 な処理 といえ

る。 従来、博 物館施設 においては定期的 な

憾 蒸作業が実施 されていたが、使用す る薬

剤が環境 に及 ぼす影響 を配慮 して、1蒸 作

業 を見合 わせる機 関 も増 えてきてい る。また、

これ まで主 に使用 されて きた臭化 メチル製

剤(商 品名:エ キボ ン)は2004年 末 をもっ

てその使 用が禁止 され る。その代替法 の導

入 は早急 に取 り組 まなければな らない課題

である。

　 保存処理 を行 う場合 、1ヶ 所 の作 業場所

にい くつ もの機関か ら運 ばれた民具 が集 ま

るため、作業中 に虫害が他 の機 関の民具資

料 に派生 しない よう、搬入 されると同時 に憾

蒸処理 を行 う必 要がある。

　 2.処 理前の調査(写 真3)

　 実 際の作 業 を行 う前 に、処理前の写真 を

撮 影する。 これは、作業 中の取 り扱 いで留

意すべ き脆弱箇所 や破損個 所の注意点 を記

録 す ることを 目的 としてい る。 また、現状

維 持 を基本 とする保存処理の理念 か ら、常

に処理前 の形状 か ら大 き く変化 していない

ことを確認す るための記録で もある。

　 さらに肉眼による観察 とともに、処理 を行

う上 で必要 と判 断 された民具 資料 に対 して

はX線 透過試験 などの非破壊検 査 を行 う。

　 3.ク リーニング(写 真4)

　 民具資料 の表面 に付 着 した埃 や汚れ、金

属表 面の錆 を刷毛や ブラシを用いて除去す

る。付 着 している埃や汚 れは、質感 を損 な

うと同時に虫や カビの栄養源 とな り、虫害

の温 床 になる場 合がある。 また金属 表面 に

発生 している進行性 の錆 は、金属 内部 を腐

食 してい く原因 となる。以上 のこ とか ら、

クリーニ ング処 理は民具 の保存 処理工程の

なかで最 も重要 な工程 の一つである。

　 4.脱 塩処理(写 真5)

　 脱塩処理 とは、液 中に資料 を浸漬 させ、

資料 内部 に含 まれる塩 分 を除去す ることを

包み込み燥蒸

写真2-1(全 体)

写真2-2(内 部)

保存処理前の写真撮影

写真3

ク リーニ ング

写真4

脱塩処理

写真5
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